
 

 

 

 

 

 

本県においては、今後 30 年以内に 60～90％程度以上の確率で南海トラフ巨大地震が発生する

と言われており、平時から必要な準備を進めておくことが大変重要となっております。大規模災

害時に備えた松山圏域の保健医療福祉に関する現状と課題について情報を共有し、被災後の体制

整備に資するため、標記会議を以下のとおり開催（全部公開）します。 

１ 開催日時及び場所                               

日 時：令和８年３月２日（月）18：30 ～ 20：00 

場 所：中予地方局７階 大会議室 

２ 議 題                                   

（１）報告「令和７年度災害時医療機関等対応機能調査結果、災害時避難所・救護所対応機能  

調査結果」 

（２）報告「令和７年度松山圏域災害医療対策会議 Web訓練のアンケート結果について」 

（３）報告「令和７年 12月 12日～13日に実施した四国ブロック DMAT実働訓練及び中国・     

四国ブロック DHEAT訓練について」 

（４）報告「松山市医師会大規模災害訓練の実施について（仮）」 

（５）情報共有「災害薬事コーディネータとモバイルファーマシー」 

（６）その他 

３ 傍 聴                                  

（１）傍聴の定員 ５人 

（２）傍聴の申込方法等 

ア 傍聴を希望される方は、２月 24日（火）正午までに電話又はＦＡＸにより、氏名、住所

及び連絡先（電話又はＦＡＸ番号）を中予地方局企画課へ連絡してください。 

イ 傍聴の申込みの受付は、先着順で行い、定員になり次第終了します。 

ウ 傍聴することができる方には、２月 25日（水）午後５時までに企画課から電話又はＦＡ

Ｘによりその旨を連絡します。 

（３）会議は、開会から閉会まですべて傍聴できます。（全部公開） 

（４）会議当日、発熱等、風邪症状がある場合は、傍聴をご遠慮ください。 
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〈問い合わせ先〉 

中予地方局企画課 
TEL  089-909-8755（直通） 
FAX  089-931-8455 



 

        傍  聴  要  領 

 

                          松山圏域災害医療対策会議 

                       [令和８年２月１０日制定] 

 

１ 会議での受付及び手続 

 

  会議の傍聴の許可を受けた方は、会議開始時刻の１０分前までに、会場前の

受付で氏名、住所等を記入のうえ、事務局の係員の指示に従って会議の会場に

入室してください。（受付は会議開始３０分前から行います。） 

 

２ 会議を傍聴するに当たって守るべき事項 

 

  会議を傍聴する方は、次の事項を守ってください。なお、これらに違反する

場合は、退場していただく場合があります。 

（１） 会議の開催中は、静粛に傍聴することとし、会議における言論に対し

て拍手その他の方法により公然と可否を表明したり、威圧的行為等を

したりしないこと。 

（２） 会場において、飲食又は喫煙しないこと。 

（３） 会場において、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。

ただし、会長の許可を得た場合は、この限りではない。 

（４） その他会議の秩序を乱し、又は審議等の支障となる行為をしないこと。 

 

３ 会議の秩序の維持 

（１） 会議を傍聴する方は、事務局の係員の指示に従ってください。 

（２） 会議を傍聴する方が、２のいずれかの規定に違反したと事務局が認め

た場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場

合があります。 

（３） マスクの着用は個人の判断となります。また、発熱、咳等の症状のあ 

る方は、入場をお断りする場合があります。 


